
 

 函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。  

  令和５年５月１８日 

 

                  函館市長 大 泉   潤   

 

函館市規則第２７号 

   函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する  

   ための法律施行細則の一部を改正する規則 

 函館市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行細則（平成１８年函館市規則第５８号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項中「「省令」を「「施行規則」に改める。 

 第２条の２，第３条第１項および第２項，第４条第１項，第５条第１

項，第７条第１項，第８条第１項，第９条，第９条の２第１項，第５項

および第６項，第１０条第１項および第２項，第１１条第１項，第１２

条，第１３条，第１４条第１項から第３項までの規定ならびに第１５条

第２項中「省令」を「施行規則」に改める。 

 第１６条の２第１項中「省令第６５条の７」を「施行規則第６５条の

７第１項」に改める。 

 第１６条の３第１項中「省令」を「施行規則」に改める。  

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 


